
主 な 記 事

新リース会計基準の税制措置 ２面

個人住民税の扶養控除等で情報連携 ２面

改正公益信託法政省令案でパブコメ ３面

本紙電子版の機能・コンテンツ紹介 ４面

　

５

月

５

日

号

で

は

、

令

和

７

年

春

の

叙

勲

に

お

け

る

税

務

関

係

の

受

章

者

を

掲

載

す

る

予

定

で

す

。

電

子

版

で

は

４

月

�

日

に

配

信

す

る

予

定

で

す

。
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一般財団法人 大蔵財務協会

編集部 �０３（３８２９）４１４４

販売部 　０３（３８２９）４１４３
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インボイスＱ＆Ａで改訂された８問の主な内容

目次 主な改訂内容

問２ 登録の手続

昨年５月にｅ―Ｔａｘソフト

のＷＥＢ版とＳＰ版などが統

合されたことなどにより、（参

考２）の文言を修正

問�

新たに設立された法

人等の登録時期の特

例

注書きを追加。事業を開始し

た日の属する課税期間の末日

が休日等の場合における登録

申請書等の提出について説明

問�

資産の譲渡等の時期

の特例と適格請求書

の交付義務

注書きを追加。令和７年度税

制改正によるリース譲渡に係

る資産の譲渡等の時期の特例

の廃止に伴う経過措置につい

て説明

問�

公共交通機関特例の

対象

海上運送法の改正等に伴い文

言を修正

問�

公共交通機関特例の

３万円未満の判定単

位

具体例において、具体的に表

記されていた駅名を○○とい

った表記に変更

問１０１

物品切手等により課

税仕入れを行った場

合における課税仕入

れに係る支払対価の額

注書きを追加。物品切手等に

記載された金額について説明

問１０６

古物商等の古物の買

取り等

注書きの文言を修正。６年度

税制改正による輸出物品販売

場制度の説明を明確化

問１１３

免税事業者等からの

仕入れに係る経過措

置

注書きの文言を修正。６年度

税制改正による免税事業者等

からの仕入れに係る経過措置

の見直しの説明を明確化

　

国

税

庁

は

�

日

、

「

消

費

税

の

仕

入

税

額

控

除

制

度

に

お

け

る

適

格

請

求

書

等

保

存

方

式

に

関

す

る

Ｑ

＆

Ａ

」

（

イ

ン

ボ

イ

ス

Ｑ

＆

Ａ

）

を

改

訂

し

た

。

昨

年

４

月

以

来

、

１

年

ぶ

り

の

改

訂

と

な

る

。

そ

の

間

に

「

多

く

寄

せ

ら

れ

る

質

問

」

な

ど

で

公

表

さ

れ

た

内

容

が

取

り

込

ま

れ

て

お

り

、

令

和

７

年

度

税

制

改

正

の

リ

ー

ス

会

計

基

準

の

改

正

に

伴

う

税

制

上

の

所

要

の

措

置

に

対

応

し

た

見

直

し

も

行

わ

れ

て

い

る

。

今

回

の

改

訂

は

問

答

の

追

加

が

�

問

、

改

訂

が

８

問

。

問

答

数

は

１

３

０

問

か

ら

変

わ

り

な

い

が

、

追

加

さ

れ

た

問

答

は

す

べ

て

枝

番

で

の

追

加

で

、

枝

番

の

問

答

数

は

�

問

あ

る

た

め

、

実

質

的

な

問

答

数

は

１

６

２

問

と

な

る

。

　

追

加

さ

れ

た

�

問

は

す

べ

て

、

「

多

く

寄

せ

ら

れ

る

質

問

」

な

ど

で

公

表

さ

れ

て

い

る

も

の

で

、

新

た

に

公

表

さ

れ

た

問

答

は

な

い

。

昨

年

４

月

�

日

以

降

に

「

多

く

寄

せ

ら

れ

質

問

」

で

更

新

さ

れ

た

６

問

と

、

今

年

２

月

�

日

に

公

表

さ

れ

た

「

イ

ン

ボ

イ

ス

の

取

扱

い

に

関

す

る

質

問

」

の

４

問

と

な

る

。

　

改

訂

さ

れ

た

問

答

と

主

な

改

訂

内

容

は

表

の

と

お

り

。

問

�

の

「

新

た

に

設

立

さ

れ

た

法

人

等

の

登

録

時

期

の

特

例

」

で

は

、

注

書

き

が

追

加

さ

れ

て

お

り

、

事

業

を

開

始

し

た

日

の

属

す

る

課

税

期

間

の

末

日

が

日

曜

日

、

国

民

の

祝

日

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

�

年

法

律

第

１

７

８

号

）

に

規

定

す

る

休

日

そ

の

他

一

般

の

休

日

、

土

曜

日

ま

た

は

�

月

�

日

、

同

月

�

日

も

し

く

は

同

月

�

日

に

当

た

る

場

合

で

あ

っ

て

も

、

そ

の

日

（

事

業

を

開

始

し

た

日

の

属

す

る

課

税

期

間

の

末

日

）

ま

で

に

課

税

選

択

届

出

書

や

登

録

申

請

書

の

提

出

が

な

け

れ

ば

新

た

に

設

立

さ

れ

た

法

人

等

の

登

録

時

期

の

特

例

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

問

�

の

「

資

産

の

譲

渡

等

の

時

期

の

特

例

と

適

格

請

求

書

の

交

付

義

務

」

で

は

、

７

年

度

税

制

改

正

に

お

け

る

リ

ー

ス

会

計

基

準

の

改

正

に

伴

う

税

制

上

の

所

要

の

措

置

に

伴

い

、

注

書

き

が

追

加

さ

れ

て

お

り

、

リ

ー

ス

譲

渡

に

係

る

資

産

の

譲

渡

等

の

時

期

の

特

例

が

廃

止

さ

れ

る

こ

と

に

伴

う

経

過

措

置

に

つ

い

て

説

明

し

て

い

る

。

　

金

融

庁

は

�

日

、

「

暗

号

資

産

に

関

連

す

る

制

度

の

あ

り

方

等

の

検

証

（

デ

ィ

ス

カ

ッ

シ

ョ

ン

・

ペ

ー

パ

ー

）

」

を

公

表

し

た

。

今

回

の

検

証

に

当

た

り

、

昨

年

秋

か

ら

外

部

有

識

者

に

よ

る

勉

強

会

を

開

催

し

て

お

り

、

そ

の

結

果

な

ど

を

整

理

し

た

と

し

て

い

る

。

同

庁

で

は

５

月

�

日

�

時

ま

で

意

見

を

募

集

し

て

い

る

（

パ

ブ

リ

ッ

ク

コ

メ

ン

ト

で

は

な

い

の

で

、

パ

ブ

コ

メ

の

意

見

募

集

案

件

に

は

掲

載

さ

れ

て

い

な

い

）

。

　

暗

号

資

産

に

つ

い

て

は

、

令

和

７

年

度

税

制

改

正

大

綱

の

中

で

、

一

定

の

も

の

を

金

融

商

品

と

し

て

業

法

の

中

で

位

置

づ

け

、

他

の

金

融

商

品

と

同

等

の

投

資

家

保

護

の

た

め

の

説

明

義

務

や

適

合

性

等

の

規

制

な

ど

必

要

な

法

整

備

を

す

る

と

と

も

に

、

取

引

業

者

等

に

よ

る

取

引

内

容

の

税

務

当

局

へ

の

報

告

義

務

の

整

備

等

を

す

る

こ

と

を

前

提

に

、

課

税

の

見

直

し

を

検

討

す

る

と

の

言

及

が

な

さ

れ

た

こ

と

で

、

課

税

見

直

し

に

対

す

る

期

待

が

一

部

で

高

ま

っ

て

い

る

。

　

デ

ィ

ス

カ

ッ

シ

ョ

ン

・

ペ

ー

パ

ー

で

は

、

①

暗

号

資

産

取

引

の

動

向

等

、

②

環

境

整

備

の

必

要

性

に

触

れ

た

上

で

、

③

規

制

見

直

し

の

基

本

的

な

考

え

方

、

④

情

報

開

示

・

提

供

規

制

の

あ

り

方

、

⑤

業

規

制

の

あ

り

方

、

⑥

市

場

開

設

規

制

の

あ

り

方

、

⑦

暗

号

資

産

の

イ

ン

サ

イ

ダ

ー

取

引

へ

の

対

応

に

つ

い

て

提

案

等

を

行

っ

て

い

る

。

　

こ

の

う

ち

、

③

で

は

、

暗

号

資

産

が

株

式

等

の

典

型

的

な

有

価

証

券

と

は

異

な

る

特

性

を

有

す

る

こ

と

を

踏

ま

え

、

適

切

な

規

制

の

フ

レ

ー

ム

ワ

ー

ク

を

検

討

す

る

必

要

が

あ

る

な

ど

と

指

摘

。

ま

た

、

⑤

で

は

、

暗

号

資

産

が

投

資

対

象

と

な

っ

て

い

る

現

状

を

踏

ま

え

、

利

用

者

保

護

の

観

点

か

ら

、

発

展

途

上

で

あ

る

ト

ー

ク

ン

ビ

ジ

ネ

ス

や

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

へ

の

影

響

に

も

配

慮

し

つ

つ

、

暗

号

資

産

投

資

に

係

る

業

規

制

を

強

化

す

る

必

要

が

あ

る

旨

の

記

載

が

さ

れ

て

い

る

。

　

な

お

、

加

藤

勝

信

金

融

担

当

相

は

２

月

�

日

の

衆

院

財

務

金

融

委

員

会

で

「

（

暗

号

資

産

に

係

る

）

検

証

の

結

果

に

基

づ

き

、

７

年

度

の

与

党

税

制

改

正

大

綱

や

業

界

団

体

な

ど

か

ら

の

要

望

内

容

を

踏

ま

え

つ

つ

、

税

制

改

正

の

プ

ロ

セ

ス

に

沿

っ

て

、

暗

号

資

産

に

係

る

課

税

方

式

の

見

直

し

等

の

適

否

も

含

め

、

必

要

な

対

応

を

金

融

庁

と

し

て

も

行

っ

て

い

き

た

い

」

な

ど

と

述

べ

て

い

る

。

令

和

　

年

　

月

　

日
７ ４ �

第３６４８号
（昭和�年�月�日第３種郵便物認可）�税のしるべ　　２０２５年



　

令

和

７

年

度

税

制

改

正

で

は

、

リ

ー

ス

会

計

基

準

の

改

正

に

伴

う

税

制

上

の

所

要

の

措

置

が

実

施

さ

れ

る

。

新

リ

ー

ス

会

計

基

準

に

お

け

る

オ

ペ

レ

ー

テ

ィ

ン

グ

・

リ

ー

ス

は

、

借

手

で

は

賃

貸

借

取

引

に

準

じ

た

会

計

処

理

で

は

な

く

な

り

、

貸

手

で

は

従

来

通

り

当

該

会

計

処

理

と

な

る

。

７

年

度

改

正

後

の

税

制

上

の

対

応

と

し

て

、

借

手

の

オ

ペ

レ

ー

テ

ィ

ン

グ

・

リ

ー

ス

に

つ

い

て

は

、

新

リ

ー

ス

会

計

基

準

に

お

い

て

も

、

引

き

続

き

、

賃

貸

借

取

引

と

し

て

支

払

賃

借

料

が

損

金

算

入

さ

れ

る

と

し

て

、

申

告

調

整

を

行

っ

た

上

で

、

基

本

的

に

従

来

と

同

様

の

税

務

処

理

と

な

る

。

　

個

人

住

民

税

で

扶

養

控

除

等

を

公

正

に

適

用

す

る

た

め

の

新

た

な

情

報

連

携

の

仕

組

み

を

令

和

８

年

度

に

実

装

す

る

。

現

状

で

は

、

例

え

ば

、

Ａ

市

に

居

住

す

る

兄

と

Ｃ

市

に

居

住

す

る

妹

が

、

Ｂ

市

に

居

住

す

る

母

を

そ

れ

ぞ

れ

被

扶

養

者

と

し

て

申

告

し

た

場

合

、

二

重

扶

養

に

な

っ

て

い

る

こ

と

が

判

明

し

な

い

仕

組

み

に

な

っ

て

い

る

と

さ

れ

る

。

こ

う

し

た

仕

組

み

の

解

消

に

向

け

て

、

新

た

な

情

報

連

携

の

仕

組

み

が

検

討

さ

れ

、

８

年

度

以

降

の

で

き

る

だ

け

早

い

時

期

の

開

始

を

目

指

す

と

さ

れ

て

き

た

が

、

総

務

省

が

１

日

に

都

道

府

県

な

ど

に

発

出

し

た

通

知

で

８

年

度

に

開

始

す

る

こ

と

が

明

ら

か

に

さ

れ

た

。

　

５

年

７

月

�

日

に

開

催

さ

れ

た

総

務

省

の

個

人

住

民

税

検

討

会

で

示

さ

れ

た

資

料

に

よ

る

と

、

現

行

の

自

治

体

間

の

情

報

提

供

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

シ

ス

テ

ム

で

は

、

Ａ

市

に

兄

が

居

住

し

、

Ｂ

市

に

母

と

妹

が

同

居

し

て

い

る

ケ

ー

ス

１

で

は

、

兄

が

母

を

被

扶

養

者

と

し

て

申

告

す

る

と

と

も

に

、

妹

も

母

を

被

扶

養

者

と

し

て

申

告

し

た

場

合

、

Ｂ

市

が

母

親

の

扶

養

情

報

を

把

握

し

て

い

る

た

め

、

Ａ

市

が

Ｂ

市

に

照

会

す

る

こ

と

に

よ

り

二

重

扶

養

が

判

明

す

る

と

さ

れ

て

い

る

。

　

た

だ

、

Ａ

市

に

兄

が

居

住

し

、

Ｂ

市

に

母

が

居

住

し

、

Ｃ

市

に

妹

が

居

住

す

る

ケ

ー

ス

２

で

は

、

兄

が

母

を

被

扶

養

者

と

し

て

申

告

す

る

と

と

も

に

、

妹

が

母

を

被

扶

養

者

と

し

て

申

告

し

て

も

、

Ｂ

市

は

他

市

に

居

住

す

る

扶

養

者

を

把

握

し

て

い

な

い

の

で

二

重

扶

養

が

判

明

し

な

い

仕

組

み

に

な

っ

て

い

る

と

い

う

。

　

新

た

な

仕

組

み

で

は

、

個

別

の

自

治

体

を

特

定

せ

ず

に

他

市

に

居

住

す

る

扶

養

者

の

存

在

を

チ

ェ

ッ

ク

で

き

る

よ

う

に

す

る

こ

と

で

、

ケ

ー

ス

２

の

よ

う

な

場

合

で

も

、

二

重

扶

養

が

わ

か

る

よ

う

に

す

る

。

チ

ェ

ッ

ク

に

当

た

っ

て

は

被

扶

養

者

の

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

を

利

用

す

る

。

　

な

お

、

新

た

な

仕

組

み

は

、

個

人

住

民

税

非

課

税

世

帯

を

対

象

と

し

た

給

付

金

支

給

事

務

に

も

利

用

さ

れ

る

予

定

。

　

毎

年

、

こ

の

時

期

に

な

る

と

少

し

憂

う

つ

に

な

る

。

ま

も

な

く

固

定

資

産

税

の

納

税

通

知

書

が

届

く

か

ら

だ

。

所

得

税

や

住

民

税

は

給

与

か

ら

天

引

き

さ

れ

て

お

り

、

給

与

明

細

を

毎

月

確

認

し

て

は

い

る

も

の

の

、

納

税

し

て

い

る

と

い

う

実

感

が

あ

ま

り

な

い

。

た

だ

、

固

定

資

産

税

は

、

ま

と

ま

っ

た

金

額

を

自

身

で

納

め

る

こ

と

か

ら

、

そ

の

重

み

が

身

に

染

み

る

★

源

泉

徴

収

や

年

末

調

整

は

税

金

を

簡

潔

、

か

つ

効

率

よ

く

徴

収

す

る

仕

組

み

と

し

て

優

れ

た

も

の

だ

。

他

方

、

税

に

対

す

る

意

識

を

低

下

さ

せ

て

い

る

と

の

指

摘

が

な

さ

れ

る

が

、

そ

の

指

摘

に

私

も

同

意

す

る

★

「

全

員

確

定

申

告

制

度

の

導

入

を

検

討

」

と

い

っ

た

政

策

を

打

ち

出

し

て

い

る

政

党

も

あ

る

。

税

務

署

に

全

員

確

定

申

告

に

対

応

す

る

余

力

が

あ

る

の

か

ど

う

か

は

分

か

ら

な

い

が

、

多

く

の

人

が

確

定

申

告

を

す

る

よ

う

に

な

れ

ば

、

間

違

い

な

く

税

に

対

す

る

意

識

が

今

以

上

に

高

ま

る

と

思

う

。

（

Ｚ

）

　

日

本

税

理

士

会

連

合

会

（

太

田

直

樹

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

税

理

士

登

録

事

務

取

扱

規

程

の

一

部

変

更

を

常

務

理

事

会

で

承

認

、

こ

れ

に

関

連

す

る

日

税

連

会

則

の

一

部

変

更

を

理

事

会

で

承

認

し

た

。

　

こ

の

変

更

は

、

日

税

連

が

行

う

税

理

士

登

録

事

務

と

国

家

資

格

等

情

報

連

携

・

活

用

シ

ス

テ

ム

と

の

連

携

に

伴

い

、

税

理

士

の

登

録

申

請

に

係

る

登

録

免

許

税

に

つ

い

て

、

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

を

通

じ

た

オ

ン

ラ

イ

ン

納

付

が

可

能

と

な

る

こ

と

に

対

応

す

る

た

め

、

所

要

の

整

備

を

図

っ

た

も

の

。

　

税

理

士

の

登

録

申

請

に

お

い

て

は

、

こ

れ

ま

で

登

録

免

許

税

を

納

付

書

に

よ

り

納

付

し

た

場

合

は

そ

の

領

収

証

書

を

税

理

士

登

録

申

請

書

に

貼

付

し

て

提

出

す

る

と

し

て

い

た

と

こ

ろ

、

今

回

の

一

部

変

更

に

伴

い

、

登

録

免

許

税

を

オ

ン

ラ

イ

ン

納

付

し

た

場

合

は

、

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

か

ら

取

得

で

き

る

「

税

理

士

登

録

申

請

に

係

る

事

前

届

完

了

通

知

書

」

に

必

要

事

項

を

記

入

し

た

上

で

、

税

理

士

登

録

申

請

書

と

と

も

に

提

出

す

る

こ

と

と

な

る

。

　

国

税

庁

は

�

日

、

国

税

の

猶

予

制

度

に

関

す

る

リ

ー

フ

レ

ッ

ト

を

公

表

し

た

。

昨

今

の

経

済

情

勢

の

変

化

な

ど

の

影

響

に

よ

り

、

納

税

が

困

難

な

者

に

は

猶

予

制

度

が

あ

る

こ

と

を

紹

介

し

て

い

る

。

　

国

税

を

一

時

に

納

付

す

る

こ

と

に

よ

り

、

事

業

の

継

続

ま

た

は

生

活

の

維

持

を

困

難

に

す

る

お

そ

れ

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

な

ど

一

定

の

要

件

に

該

当

す

る

場

合

、

税

務

署

に

申

請

す

る

こ

と

に

よ

り

、

原

則

と

し

て

１

年

以

内

の

期

間

に

限

り

、

猶

予

が

認

め

ら

れ

る

と

し

て

、

所

轄

の

税

務

署

へ

の

相

談

を

呼

び

か

け

て

い

る

（

換

価

の

猶

予

）

。

　

ま

た

、

事

業

に

著

し

い

損

失

を

受

け

た

場

合

や

市

場

の

悪

化

等

の

事

情

に

よ

り

売

上

の

著

し

い

減

少

を

受

け

た

場

合

な

ど

、

個

別

の

事

情

に

該

当

す

る

場

合

は

、

納

税

の

猶

予

が

認

め

ら

れ

る

こ

と

が

あ

る

と

し

て

、

そ

の

よ

う

な

場

合

は

、

そ

の

旨

を

申

し

出

て

く

だ

さ

い

と

し

て

い

る

（

納

税

の

猶

予

）

。

　

企

業

会

計

基

準

委

員

会

（

Ａ

Ｓ

Ｂ

Ｊ

）

は

、

国

際

的

な

会

計

基

準

と

の

整

合

性

の

観

点

等

か

ら

、

従

来

区

分

さ

れ

て

い

た

借

手

の

フ

ァ

イ

ナ

ン

ス

・

リ

ー

ス

と

オ

ペ

レ

ー

テ

ィ

ン

グ

・

リ

ー

ス

に

つ

い

て

単

一

の

処

理

方

法

を

採

用

す

る

旨

の

リ

ー

ス

会

計

基

準

の

改

正

を

実

施

し

、

６

年

９

月

に

公

表

し

た

。

９

年

４

月

１

日

以

後

開

始

す

る

事

業

年

度

の

期

首

か

ら

適

用

さ

れ

る

。

な

お

、

７

年

４

月

１

日

以

後

開

始

す

る

事

業

年

度

の

期

首

か

ら

の

早

期

適

用

も

可

能

と

な

っ

て

い

る

。

　

現

行

の

リ

ー

ス

会

計

基

準

は

、

借

手

・

貸

手

と

も

リ

ー

ス

取

引

を

フ

ァ

イ

ナ

ン

ス

・

リ

ー

ス

と

オ

ペ

レ

ー

テ

ィ

ン

グ

・

リ

ー

ス

に

区

分

し

て

、

区

分

に

応

じ

た

処

理

を

行

う

。

　

新

リ

ー

ス

会

計

基

準

で

は

、

借

手

・

貸

手

で

異

な

る

処

理

を

行

う

こ

と

と

な

っ

て

お

り

、

借

手

で

は

原

則

、

す

べ

て

の

リ

ー

ス

取

引

に

つ

い

て

、

使

用

権

資

産

を

計

上

し

た

上

で

、

使

用

権

資

産

の

減

価

償

却

費

及

び

リ

ー

ス

負

債

に

係

る

利

息

相

当

額

を

費

用

計

上

す

る

。

　

こ

の

会

計

基

準

の

改

正

に

伴

う

借

手

の

オ

ペ

レ

ー

テ

ィ

ン

グ

・

リ

ー

ス

へ

の

法

人

税

法

上

の

対

応

に

つ

い

て

、

法

人

税

法

上

の

費

用

は

、

償

却

費

以

外

は

債

務

が

確

定

し

て

い

る

も

の

に

限

っ

て

損

金

の

額

に

算

入

す

る

こ

と

（

債

務

確

定

主

義

）

と

さ

れ

て

お

り

、

新

リ

ー

ス

会

計

基

準

に

基

づ

き

費

用

計

上

額

を

損

金

算

入

す

る

と

、

リ

ー

ス

期

間

の

初

期

に

お

い

て

賃

借

料

を

超

え

る

額

が

損

金

算

入

さ

れ

、

債

務

が

確

定

し

な

い

費

用

の

損

金

算

入

を

認

め

る

こ

と

と

な

る

。

新

リ

ー

ス

会

計

基

準

に

お

い

て

も

、

貸

手

の

オ

ペ

レ

ー

テ

ィ

ン

グ

・

リ

ー

ス

は

、

従

来

通

り

賃

貸

借

取

引

に

準

じ

た

会

計

処

理

が

な

さ

れ

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

こ

と

な

ど

の

観

点

か

ら

、

申

告

調

整

を

行

っ

た

上

で

、

引

き

続

き

、

従

来

と

同

様

の

税

務

処

理

を

行

う

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

貸

手

の

フ

ァ

イ

ナ

ン

ス

・

リ

ー

ス

に

つ

い

て

は

、

リ

ー

ス

会

計

基

準

の

改

正

に

よ

り

割

賦

基

準

が

廃

止

さ

れ

た

こ

と

に

伴

い

、

一

定

の

経

過

措

置

を

講

じ

た

上

で

、

割

賦

基

準

を

前

提

と

し

た

税

法

上

の

取

扱

い

（

延

払

基

準

の

特

例

）

が

廃

止

さ

れ

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　

内

閣

府

は

�

日

、

令

和

６

年

５

月

�

日

に

成

立

し

た

改

正

公

益

信

託

法

の

関

係

政

令

案

や

省

令

案

の

意

見

募

集

（

パ

ブ

リ

ッ

ク

コ

メ

ン

ト

）

を

開

始

し

た

。

パ

ブ

コ

メ

は

５

月

�

日

ま

で

。

公

益

信

託

法

は

公

益

信

託

の

設

定

な

ど

に

つ

い

て

定

め

た

法

律

で

、

昨

年

の

改

正

で

は

約

１

０

０

年

ぶ

り

と

な

る

抜

本

的

な

見

直

し

が

行

わ

れ

た

。

施

行

は

８

年

４

月

１

日

を

予

定

す

る

。

こ

れ

に

あ

わ

せ

て

６

年

度

税

制

改

正

で

税

制

も

見

直

さ

れ

て

お

り

、

新

た

な

公

益

信

託

制

度

の

下

で

認

可

さ

れ

た

す

べ

て

の

公

益

信

託

が

公

益

法

人

並

み

の

税

制

優

遇

を

受

け

ら

れ

る

よ

う

に

な

る

。

　５月８日から１００億円宣言の申請受付が始まる。同宣言は、

中小企業が飛躍的成長を遂げるために、自ら売上高１００億円と

いう野心的な目標を目指し、実現に向けた取組を行っていくこ

とを宣言するもの。同宣言を取得することで、中小企業成長加

速化補助金や令和７年度税制改正で措置された中小企業経営強

化税制における拡充措置を活用することができる。

　帝国データバンクが４月�日に発表した「１００億企業」の実

態調査によると、５年度決算時点で１００億企業（年商１００億円以

上の企業）は１万５１５９社で、このうち、同年度で初めて１００億

円を突破した企業は６０９社となっており、今後３年以内に突破

する可能性のある企業（ネクスト１００億）は２３９８社としている。

　ネクスト１００億円企業は、５年度時点で１００億企業ではないが、

同期以前３期の年商伸び率（平均）から、６年度以降３期以内

に１００億企業となる可能性がある企業を抽出したとしており、

１年後（６年度）は６１０社、２年後（７年度）は８１６社、３年後

（８年度）は９７２社が新たに１００億企業となる可能性を秘めてい

るとしている。

　

国

税

庁

は

�

日

、

令

和

７

年

分

の

路

線

価

図

等

の

公

開

予

定

日

は

、

７

月

１

日

�

時

と

発

表

し

た

。

路

線

価

図

等

は

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

「

財

産

評

価

基

準

書

路

線

価

図

・

評

価

倍

率

表

」

で

閲

覧

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

　

国

税

庁

の

全

国

各

国

税

局

（

所

）

の

集

中

電

話

催

告

セ

ン

タ

ー

室

（

納

税

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

）

で

は

、

５

月

�

日

、

�

日

の

日

曜

日

に

、

閉

庁

日

の

納

付

指

導

及

び

電

話

催

告

を

実

施

す

る

。

　

納

税

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

で

は

、

所

轄

の

税

務

署

に

代

わ

り

国

税

局

（

所

）

の

職

員

が

電

話

や

文

書

に

よ

る

納

税

催

告

を

行

っ

て

い

る

。

通

常

、

土

曜

日

、

日

曜

日

お

よ

び

祝

日

は

閉

庁

し

て

い

る

が

、

両

日

は

、

国

税

の

納

期

限

ま

で

に

納

付

し

て

い

な

い

人

に

対

し

て

納

付

指

導

及

び

電

話

催

告

を

実

施

す

る

。

ま

た

納

期

限

や

納

付

手

続

な

ど

に

つ

い

て

、

電

話

に

よ

る

案

内

も

行

う

。

　

き

の

う

�

日

に

は

す

で

に

、

全

局

（

所

）

の

納

税

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

が

電

話

催

告

を

実

施

、

５

月

�

日

は

札

幌

、

仙

台

、

東

京

、

金

沢

、

名

古

屋

、

大

阪

、

広

島

、

高

松

、

福

岡

の

９

局

が

実

施

し

、

�

日

は

関

東

信

越

、

熊

本

、

沖

縄

の

３

局

（

所

）

が

実

施

す

る

。

　

ま

た

、

同

庁

は

、

税

務

職

員

を

装

っ

た

不

振

な

電

話

に

注

意

す

る

よ

う

周

知

を

図

っ

て

お

り

、

「

納

税

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

で

は

、

国

税

の

納

税

の

た

め

に

金

融

機

関

の

口

座

を

指

定

し

て

振

込

み

を

求

め

る

よ

う

な

こ

と

や

、

金

融

機

関

等

の

現

金

自

動

預

け

払

い

機

（

Ａ

Ｔ

Ｍ

）

の

操

作

を

求

め

る

こ

と

は

な

い

」

と

し

納

税

す

る

場

合

は

、

窓

口

納

付

や

コ

ン

ビ

ニ

納

付

、

ダ

イ

レ

ク

ト

分

割

納

付

等

の

利

用

を

呼

び

掛

け

て

い

る

。

　

地

方

財

政

審

議

会

の

下

に

設

置

さ

れ

て

い

る

地

方

税

制

の

あ

り

方

に

関

す

る

検

討

会

で

は

、

住

所

地

課

税

の

例

外

と

な

っ

て

い

る

道

府

県

民

税

利

子

割

に

つ

い

て

、

税

収

帰

属

の

適

正

化

を

検

討

し

て

い

る

。

道

府

県

民

税

利

子

割

は

、

金

融

機

関

等

の

口

座

所

在

地

課

税

と

な

っ

て

お

り

、

預

金

者

の

住

所

地

に

関

わ

ら

ず

、

金

融

機

関

の

支

店

・

営

業

所

が

所

在

す

る

都

道

府

県

に

納

付

さ

れ

る

。

近

年

、

実

際

の

店

舗

を

持

た

な

い

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

銀

行

の

預

金

残

高

は

�

兆

円

を

超

え

る

規

模

と

な

っ

て

お

り

、

預

金

残

高

の

上

位

９

行

の

営

業

所

所

在

地

は

東

京

都

と

な

っ

て

い

る

。

令

和

７

年

度

与

党

税

制

改

正

大

綱

で

は

、

税

収

帰

属

の

適

正

化

の

た

め

の

抜

本

的

な

方

策

を

検

討

し

、

８

年

度

税

制

改

正

に

お

い

て

結

論

を

得

る

と

明

記

さ

れ

た

。

　

道

府

県

民

税

利

子

割

が

創

設

さ

れ

た

当

時

に

お

い

て

は

、

預

金

は

預

金

者

の

住

所

地

に

近

い

金

融

機

関

に

預

け

ら

れ

る

こ

と

が

通

常

で

、

都

道

府

県

単

位

で

の

住

所

地

と

金

融

機

関

の

所

在

地

の

ず

れ

は

そ

れ

ほ

ど

大

き

な

も

の

と

は

な

ら

な

い

と

考

え

ら

れ

て

い

た

こ

と

や

金

融

機

関

の

事

務

負

担

等

の

理

由

か

ら

、

住

所

地

課

税

の

例

外

と

な

っ

て

い

る

。

　

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

銀

行

の

預

金

残

高

は

、

令

和

元

年

の

�

兆

円

程

度

か

ら

、

６

年

に

は

約

２

・

２

倍

と

な

る

�

兆

円

程

度

に

増

加

し

て

い

る

。

令

和

５

年

に

お

け

る

個

人

住

民

税

に

係

る

東

京

都

の

シ

ェ

ア

は

、

所

得

割

、

配

当

割

、

株

式

等

譲

渡

所

得

割

が

�

％

前

後

な

の

に

対

し

、

利

子

割

は

�

・

２

％

と

な

っ

て

い

る

。

ま

た

、

日

銀

の

金

利

引

上

げ

に

よ

り

、

普

通

預

金

の

金

利

が

上

昇

し

て

お

り

、

そ

れ

に

伴

い

利

子

割

の

税

収

に

つ

い

て

も

増

加

が

見

込

ま

れ

て

い

る

。

　

こ

の

よ

う

な

状

況

の

中

、

与

党

大

綱

で

は

「

住

所

地

課

税

の

例

外

と

な

っ

て

い

る

道

府

県

民

税

利

子

割

に

つ

い

て

は

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

銀

行

の

伸

長

等

の

経

済

社

会

の

構

造

変

化

に

よ

り

、

あ

る

べ

き

税

収

帰

属

と

の

乖

離

が

拡

大

し

て

い

る

こ

と

か

ら

、

金

融

機

関

等

の

事

務

負

担

に

配

慮

す

る

と

と

も

に

、

地

方

公

共

団

体

の

意

見

を

踏

ま

え

つ

つ

、

税

収

帰

属

の

適

正

化

の

た

め

の

抜

本

的

な

方

策

を

検

討

し

、

令

和

８

年

度

税

制

改

正

に

お

い

て

結

論

を

得

る

」

と

明

記

さ

れ

た

。

　

検

討

会

で

は

、

利

子

割

に

お

い

て

も

住

所

地

課

税

と

す

る

方

法

や

そ

の

ほ

か

の

方

法

に

よ

る

税

収

帰

属

の

適

正

化

、

金

融

機

関

等

の

事

務

負

担

な

ど

に

つ

い

て

議

論

し

て

い

る

。

な

お

、

検

討

会

は

２

月

と

４

月

に

開

催

さ

れ

て

お

り

、

第

５

回

に

お

い

て

基

本

的

な

考

え

方

を

と

り

ま

と

め

る

と

し

て

い

る

。

　

公

益

信

託

は

委

託

者

が

受

託

者

に

公

益

目

的

の

た

め

に

財

産

を

託

し

、

受

託

者

が

公

益

活

動

を

行

う

信

託

制

度

。

公

益

法

人

、

特

に

公

益

財

団

法

人

と

ほ

ぼ

同

様

の

機

能

が

あ

る

と

さ

れ

る

。

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

公

益

法

人

制

度

に

比

べ

て

、

広

く

利

用

さ

れ

て

い

る

と

は

い

い

が

た

い

状

況

に

あ

っ

た

。

そ

の

理

由

と

し

て

長

年

に

わ

た

り

法

律

の

見

直

し

が

行

わ

れ

て

い

な

い

こ

と

な

ど

が

挙

げ

ら

れ

て

い

た

。

　

今

回

の

改

正

は

、

①

主

務

官

庁

制

の

廃

止

と

行

政

庁

（

内

閣

総

理

大

臣

ま

た

は

都

道

府

県

知

事

）

に

よ

る

認

可

・

監

督

制

を

創

設

す

る

、

②

公

益

法

人

と

同

様

に

、

認

可

の

基

準

・

ガ

バ

ナ

ン

ス

等

を

法

定

す

る

―

―

こ

と

が

柱

で

、

こ

れ

に

よ

り

使

い

や

す

い

制

度

へ

と

見

直

し

を

行

い

、

民

間

公

益

の

活

性

化

を

図

る

。

　

あ

わ

せ

て

、

税

制

面

で

も

公

益

信

託

の

信

託

財

産

に

係

る

収

益

・

費

用

お

よ

び

所

得

は

非

課

税

と

す

る

、

公

益

法

人

等

に

対

し

て

金

銭

以

外

の

財

産

を

寄

附

し

た

場

合

の

譲

渡

所

得

等

の

非

課

税

措

置

に

つ

い

て

対

象

に

公

益

信

託

を

加

え

る

、

公

益

信

託

の

信

託

財

産

と

す

る

た

め

に

相

続

財

産

を

拠

出

し

た

場

合

、

相

続

財

産

を

贈

与

し

た

場

合

等

の

相

続

税

の

非

課

税

制

度

の

対

象

と

す

る

な

ど

新

た

な

公

益

信

託

は

す

べ

て

、

公

益

法

人

並

み

の

税

制

優

遇

を

受

け

る

こ

と

と

な

っ

た

。

　

パ

ブ

コ

メ

が

行

わ

れ

て

い

る

政

令

案

で

は

、

特

別

の

利

益

を

与

え

て

は

な

ら

な

い

公

益

信

託

の

関

係

者

や

公

益

信

託

の

社

会

的

信

用

を

維

持

す

る

上

で

ふ

さ

わ

し

く

な

い

事

業

な

ど

に

つ

い

て

、

省

（

府

）

令

案

で

は

、

信

託

行

為

に

お

い

て

定

め

る

べ

き

事

項

や

信

託

財

産

に

係

る

財

務

規

律

な

ど

が

定

め

ら

れ

て

い

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

本

紙

の

発

行

と

電

子

版

で

の

本

紙

の

配

信

は

月

曜

日

で

す

（

休

刊

を

除

く

）

。

電

子

版

で

は

、

本

紙

の

記

事

の

一

部

を

先

取

り

し

て

、

原

則

、

本

紙

の

発

行

日

・

配

信

日

で

あ

る

月

曜

日

の

３

日

前

と

な

る

金

曜

日

に

配

信

し

ま

す

。

配

信

時

間

は

�

時

以

降

と

な

り

ま

す

。

　

気

に

な

る

記

事

や

あ

と

で

読

み

た

い

記

事

を

「

Ｍ

ｙ

Ｃ

ｌ

ｉ

ｐ

」

に

保

存

で

き

ま

す

。

記

事

は

１

０

０

件

ま

で

保

存

が

可

能

で

、

削

除

も

で

き

ま

す

。

記

事

ペ

ー

ジ

の

上

部

に

あ

る

「

後

で

読

む

Ｍ

ｙ

Ｃ

ｌ

ｉ

ｐ

」

の

ボ

タ

ン

を

ク

リ

ッ

ク

す

る

と

、

そ

の

記

事

が

保

存

さ

れ

ま

す

。

　

本

紙

の

記

事

は

、

Ｐ

Ｄ

Ｆ

形

式

に

よ

り

、

紙

面

の

形

の

ま

ま

閲

覧

す

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

写

真

等

は

カ

ラ

ー

で

の

表

示

と

な

り

、

印

刷

す

る

こ

と

も

可

能

で

す

。

な

お

、

令

和

６

年

２

月

�

日

号

以

前

の

発

行

号

は

、

電

子

ブ

ッ

ク

形

式

で

の

閲

覧

と

な

り

ま

す

。

　

過

去

の

記

事

を

検

索

・

閲

覧

で

き

ま

す

。

本

紙

の

ニ

ュ

ー

ス

記

事

は

平

成

�

年

１

月

か

ら

収

録

し

て

い

ま

す

。

ス

マ

ー

ト

フ

ォ

ン

や

タ

ブ

レ

ッ

ト

で

の

閲

覧

も

可

能

で

す

。

ま

た

、

記

事

の

下

に

は

関

連

記

事

の

見

出

し

が

表

示

さ

れ

、

す

ぐ

に

関

連

記

事

を

閲

覧

で

き

ま

す

。

　

一

部

の

判

決

・

裁

決

で

は

、

本

紙

よ

り

多

く

の

情

報

を

盛

り

込

ん

だ

「

詳

細

版

」

を

掲

載

し

て

い

ま

す

。

該

当

記

事

の

ペ

ー

ジ

上

部

に

あ

る

紫

色

の

詳

細

版

ボ

タ

ン

を

ク

リ

ッ

ク

す

る

と

閲

覧

で

き

ま

す

。

通

常

版

ボ

タ

ン

を

ク

リ

ッ

ク

す

る

と

本

紙

記

事

に

戻

り

ま

す

。

　

判

決

や

裁

決

の

記

事

で

、

同

一

事

案

の

判

決

や

裁

決

の

記

事

を

掲

載

し

て

い

る

場

合

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

記

事

が

す

ぐ

に

閲

覧

で

き

る

よ

う

に

リ

ン

ク

を

表

示

し

て

い

ま

す

。

ま

た

、

最

新

の

地

裁

判

決

と

高

裁

判

決

の

記

事

に

は

、

電

子

版

の

み

事

件

番

号

を

掲

載

し

て

い

ま

す

。

　

電

子

版

独

自

の

記

事

を

配

信

し

ま

す

。

「

速

報

ニ

ュ

ー

ス

」

や

「

判

決

速

報

」

で

は

、

本

紙

よ

り

も

早

く

、

重

要

な

情

報

や

注

目

の

判

決

の

記

事

を

お

届

け

し

ま

す

。

「

調

査

事

例

」

で

は

、

当

局

の

法

人

税

や

所

得

税

、

相

続

税

な

ど

に

お

け

る

調

査

事

例

を

配

信

し

て

お

り

、

一

部

の

調

査

事

例

で

は

、

事

例

を

分

か

り

や

す

く

図

解

で

示

し

た

〝

ポ

ン

チ

絵

〟

を

掲

載

し

て

い

ま

す

。

ま

た

、

本

紙

に

掲

載

さ

れ

て

い

な

い

「

非

公

開

裁

決

（

本

紙

未

掲

載

）

」

と

「

査

察

事

件

の

告

発

事

案

」

も

配

信

し

て

い

ま

す

。

　税のしるべ電子版は、本紙の購読者ならどなたでも簡単な利用登

録をするだけでご利用いただけます。電子版には、本紙にはない魅

力がたくさんあります。例えば、本紙には掲載されていない電子版

独自の記事や速報ニュース、電子版限定の連載などが閲覧できます。

また、判決や裁決の記事等で、本紙よりも詳細な内容を盛り込んだ

「詳細版」の掲載、同一事案の判決と裁決のリンク、関

連記事の表示や資料へのリンクなど、電子版だからでき

る機能があります。ここでは、電子版の主なコンテンツ

や機能を紹介します。

＜弊会からの郵送にて購読している方＞

　弊会ホームページまたは税のしるべ電子

版のトップページにある、電子版利用登録

フォームにアクセスし、ＩＤとパスワード

を登録するとご利用いただけます。ＩＤは、

本紙送付時の宛名右下に記載の７桁の数字

（顧客コード）となります。

＜新聞販売店からの配達にて購読している方＞

　電子版利用登録についてご説明させてい

ただきますので、弊会販売管理部（℡�―

３８２９―４１４３）までご連絡をお願いいたしま

す。

　弊会ホームページまたは税のしるべ電子

版から定期刊行物年間購読フォームにアク

セスしていただき、本紙のご購読をお申し

込みください（メールアドレス必須）。

　購読料の請求書送付時にＩＤと仮パスワ

ードをお知らせいたします。仮パスワード

は電子版のログイン画面より任意でご変更

いただけます。

電子版掲載裁決アクセスランキング

電子版では、これまでに約９５０件の国税不服審判所の公表裁決、

非公開裁決を掲載しております。電子版に掲載されている公

表裁決、非公開裁決のうち、過去１年間のアクセス数上位�

件は以下のとおりです。

　 概要 掲載日

１

特定記録郵便で発送された処分の通知書は配達

完了の記録がされた日が送達日（公表）

令和５年

�月４日

２

本件社労士の業務は営利性に乏しく雑所得に該

当、損益通算を認めず（非公開）

令和６年

�月�日

３

希少なフェラーリ等は「生活に通常必要な動産」

に該当せず（非公開）

令和２年

６月�日

４

遺品片付け費用等を譲渡費用に算入して申告も、

譲渡の実現に必要だったとは認められないと判

断（非公開）

令和６年

�月�日

５

子会社に係る訴訟の弁護士費用等の負担は寄附

金、１００％出資した請求人の損金算入認めず

（非公開）

令和６年

１月�日

６

取引相場のない株式の純資産価額の計算で原処

分庁の評価方法を認めず、著しく低い価額での

譲渡には該当（非公開）

令和７年

１月�日

７

漁業補償として支払った金員は、「支出の相手

方」「支出の目的」「行為の形態」の三要件満

たし交際費等に該当（非公開）

令和３年

８月４日

８

相続で取得した不動産の評価額を第三者への売

却価額と同額にはできず、特別の事情なし

（非公開）

令和７年

３月�日

９

マンション購入時に実質値引きとされた修繕積

立基金の額を一時所得と認定、ただ所得税額は

増えず処分を取消し（非公開）

令和６年

７月�日

�

駐車場用地の賃貸に係る収益は父に帰属、自身

に帰属するとした長男の主張を退ける（非公開）

令和６年

９月�日

（４）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　

法

人

税

の

所

得

金

額

の

計

算

方

法

に

は

、

三

つ

の

考

え

方

が

あ

る

。

一

つ

は

、

商

事

（

会

社

法

等

）

上

計

算

さ

れ

る

企

業

利

益

を

そ

の

ま

ま

課

税

所

得

に

す

る

方

法

で

、

こ

れ

を

商

事

財

務

諸

表

説

と

い

う

。

こ

の

説

に

よ

れ

ば

、

極

め

て

簡

便

で

は

あ

る

が

、

法

人

側

の

恣

意

的

な

所

得

計

算

を

許

す

こ

と

に

な

る

。

　

そ

の

二

つ

は

、

前

記

の

説

と

は

反

対

に

、

益

金

と

損

金

の

内

容

を

す

べ

て

法

律

で

規

定

し

、

い

わ

ば

税

務

財

務

諸

表

を

作

成

さ

せ

る

方

法

で

、

こ

れ

を

税

務

財

務

諸

表

説

（

税

務

貸

借

対

照

表

説

）

と

い

う

。

こ

の

説

に

よ

れ

ば

、

税

法

の

目

的

に

適

合

し

た

所

得

金

額

の

計

算

が

可

能

に

な

る

が

、

法

人

に

対

し

、

二

重

の

財

務

諸

表

作

成

と

い

う

煩

雑

な

手

続

を

要

求

す

る

こ

と

に

な

る

。

　

三

つ

め

は

、

商

事

上

の

利

益

計

算

を

前

提

に

し

て

、

課

税

目

的

に

必

要

な

規

定

を

法

律

に

定

め

て

利

益

金

額

を

修

正

す

る

方

法

で

、

結

合

財

務

諸

表

説

と

い

う

。

こ

の

説

は

、

前

記

の

両

説

を

折

衷

し

た

も

の

で

、

各

国

が

採

用

し

て

い

る

が

、

商

事

上

の

利

益

計

算

と

の

関

係

が

深

い

日

独

型

と

関

係

が

薄

い

ア

メ

リ

カ

型

に

分

か

れ

る

。

そ

し

て

、

我

が

国

で

は

、

確

定

決

算

基

準

と

称

さ

れ

て

い

る

。

　

す

な

わ

ち

、

法

人

税

法

�

条

１

項

は

、

「

内

国

法

人

は

、

各

事

業

年

度

終

了

の

日

の

翌

日

か

ら

２

月

以

内

に

、

税

務

署

長

に

対

し

、

確

定

し

た

決

算

に

基

づ

き

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

申

告

書

を

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

」

と

定

め

て

い

る

。

こ

の

「

確

定

し

た

決

算

に

基

づ

く

申

告

」

と

は

、

法

人

が

、

そ

の

決

算

等

に

基

づ

く

計

算

書

類

に

つ

き

、

株

主

総

会

又

は

社

員

総

会

の

承

認

等

の

手

続

に

よ

る

法

人

の

意

思

決

定

機

関

の

承

認

を

経

た

後

、

そ

の

承

認

を

受

け

た

決

算

に

係

る

利

益

に

基

づ

い

て

法

人

税

法

の

規

定

に

よ

り

所

得

金

額

の

計

算

を

行

い

、

そ

の

所

得

金

額

及

び

当

期

利

益

の

計

算

と

当

該

所

得

金

額

の

計

算

と

の

差

異

を

申

告

書

に

お

い

て

表

現

す

る

こ

と

を

意

味

す

る

。

こ

れ

が

「

確

定

決

算

基

準

」

の

形

式

的

意

義

で

あ

る

。

　

確

定

決

算

主

義

の

実

質

的

意

義

は

、

法

人

が

確

定

決

算

に

お

い

て

採

用

し

た

具

体

的

な

会

計

処

理

（

す

な

わ

ち

、

選

択

し

得

る

複

数

の

会

計

処

理

が

あ

る

場

合

に

は

そ

の

選

択

し

た

会

計

処

理

）

が

適

正

な

会

計

基

準

に

従

っ

て

な

さ

れ

て

い

る

限

り

、

そ

の

計

算

を

所

得

金

額

の

計

算

の

上

で

み

だ

り

に

変

更

し

て

は

な

ら

な

い

こ

と

を

意

味

し

て

い

る

。

こ

の

意

義

の

具

体

的

な

内

容

は

、

次

の

よ

う

な

こ

と

を

意

味

す

る

。

　

○

　

確

定

決

算

に

採

用

し

た

計

算

基

準

が

、

一

般

に

公

正

妥

当

と

認

め

ら

れ

る

会

計

処

理

の

基

準

に

従

っ

て

い

る

限

り

、

所

得

金

額

計

算

上

も

そ

の

計

算

基

準

に

よ

る

こ

と

　

○

　

工

事

進

行

基

準

等

の

よ

う

に

法

人

税

法

上

も

そ

の

選

択

適

用

に

つ

い

て

経

理

要

件

が

定

め

ら

れ

て

い

る

計

算

基

準

は

、

法

人

の

確

定

決

算

に

お

い

て

も

採

用

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

　

○

　

償

却

費

の

計

算

、

引

当

金

勘

定

へ

の

繰

入

れ

、

資

産

の

評

価

損

益

に

つ

い

て

は

、

確

定

決

算

に

お

い

て

費

用

若

し

く

は

損

失

と

し

て

経

理

す

る

こ

と

（

損

金

経

理

）

が

必

要

と

さ

れ

る

こ

と

　

こ

の

よ

う

な

確

定

決

算

基

準

は

、

前

述

の

結

合

財

務

諸

表

説

を

具

現

化

し

た

も

の

に

ほ

か

な

ら

な

い

が

、

商

事

上

の

利

益

計

算

と

法

人

税

法

上

の

所

得

計

算

に

お

い

て

、

共

通

な

も

の

は

共

通

に

処

理

し

、

究

極

的

に

は

、

両

計

算

の

統

一

化

を

図

る

こ

と

を

目

標

に

す

べ

き

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

れ

に

よ

り

、

課

税

所

得

計

算

の

確

実

性

と

安

定

化

が

図

ら

れ

、

納

税

者

側

の

便

宜

性

が

図

ら

れ

る

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

　

と

こ

ろ

が

、

平

成

に

入

っ

て

、

世

界

中

で

企

業

を

国

内

に

留

め

る

た

め

の

法

人

税

率

の

引

下

げ

が

激

化

し

、

我

が

国

も

そ

れ

に

対

応

せ

ざ

る

を

得

な

く

な

っ

た

。

そ

し

て

、

税

収

の

減

少

を

少

し

で

も

留

め

る

た

め

、

「

税

率

の

引

下

げ

と

課

税

ベ

ー

ス

の

拡

大

」

を

セ

ッ

ト

に

し

た

法

人

税

改

正

（

改

悪

）

が

行

わ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

。

そ

の

た

め

、

前

述

の

利

益

計

算

と

所

得

計

算

の

統

一

化

の

理

念

は

放

棄

さ

れ

、

平

成

�

年

以

降

の

税

制

改

正

で

は

、

各

種

の

引

当

金

が

相

次

い

で

廃

止

・

制

限

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

。

そ

こ

に

は

、

当

該

改

正

時

の

税

収

さ

え

維

持

で

き

れ

ば

良

し

と

す

る

刹

那

的

な

も

の

も

あ

る

。

例

え

ば

、

賞

与

引

当

金

を

廃

止

し

た

り

、

貸

倒

引

当

金

を

制

限

し

た

と

し

て

も

、

改

正

時

点

で

税

収

が

半

年

か

一

年

繰

り

上

が

る

だ

け

で

あ

る

。

そ

の

後

、

法

人

税

法

�

条

の

２

が

設

け

ら

れ

、

企

業

会

計

と

の

関

係

で

強

化

し

よ

う

と

し

て

い

る

よ

う

に

も

見

え

る

が

、

同

法

�

条

と

の

関

係

が

定

か

で

は

な

い

。

　

い

ず

れ

に

せ

よ

、

現

行

の

法

人

税

法

は

、

確

定

決

算

基

準

を

建

前

に

は

し

て

い

る

が

、

そ

の

実

質

的

意

義

が

放

置

さ

れ

て

い

る

。

　令和
６年度税制改正により拡充された

賃上げ促進税制が令和６年４月１日以降

に開始する事業年度から適用されていま

す。今回は、賃上げ促進税制のうち、中

小企業向けの制度を解説していきます。

１　制度の概要

　中小企業向け賃上げ促進税制は、中小

企業者等が前年度より給与等支給額を増

加させた場合に、その増加額の一部を法

人税から税額控除できる制度です。

　要件は、損金の額に算入される国内雇

用者に対する給与等の支給額（雇用者給

与等支給額）から前年度の雇用者給与等

支給額を控除した金額（控除対象雇用者

給与等支給増加額）のその前年度の雇用

者給与等支給額に対する割合（雇用者給

与等支給増加割合）が⒈５％以上である

ことであり、この場合には、控除対象雇

用者給与等支給増加額の�％が税額控除

されます。また、その割合が⒉５％以上

の場合には、�％が税額控除されます。

　次に、上乗せ要件が２点あり、１点目

として、教育訓練費の額が前年度と比べ

て５％以上増加している場合で、かつ、

教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の

０．０５％以上である場合に、税額控除率が

�％上乗せされます。２点目として、次

のいずれか１つの厚生労働大臣の認定を

取得している場合には、税額控除率が５

％上乗せされます。

①　適用事業年度中に、くるみん認定、

くるみんプラス認定、もしくは、える

ぼし認定（２段階目）を取得したこと

②　適用事業年度終了の時において、プ

ラチナくるみん認定、プラチナくるみ

んプラス認定、もしくは、プラチナえ

るぼし認定を取得していること

　つまり、税額控除は最大で�％となり

ます（控除上限額は、法人税額の�％と

なります）。なお、賃上げを実施した事

業年度に控除しきれなかった金額がある

場合は、５年間の繰越控除が可能です。

　この制度の適用期間は、令和９年３月

�日までの間に開始する事業年度です。

２　令和６年度税制改正のポイント

　上乗せ要件１点目の教育訓練費の額

は、従前、前事業年度と比べて�％以上

の増加が要件となっていましたが、改正

後は５％以上の増加に緩和されていま

す。ただし、教育訓練費の額が雇用者給

与等支給額の０．０５％以上という要件が追

加され、いずれの要件も満たす必要があ

ります。

　また、上乗せ要件の２点目については、

子育てとの両立・女性活躍支援に係る措

置として新設されました。

　さらに、繰越控除も新設されたもので、

その適用を受けるためには、控除しきれ

なかった事業年度以後、継続して各事業

年度の確定申告書に明細書の添付が必要

です。また、繰越控除の適用を受ける事

業年度の雇用者給与等支給額が、比較雇

用者給与等支給額を超えていなければ、

その適用がない点及び税額控除は、当期

に発生した分から過去の繰越分の順に控

除され、欠損金の繰越控除とは控除する

順番が異なる点に留意が必要です。

（５） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

税

法

と

会

計

の

接

点

を

意

識

し

た

教

材

を

求

め

る

声

に

応

え

、

法

人

税

務

の

留

意

点

が

実

務

目

線

で

学

べ

る

基

本

書

。

新

リ

ー

ス

会

計

基

準

や

暗

号

資

産

、

賃

上

げ

税

制

、

グ

ル

ー

プ

通

算

制

度

、

グ

ロ

ー

バ

ル

・

ミ

ニ

マ

ム

課

税

を

踏

ま

え

た

最

新

の

制

度

解

説

に

加

え

、

各

取

引

の

税

務

上

、

会

計

上

の

相

違

点

、

消

費

税

の

取

扱

い

を

織

り

込

ん

で

編

集

。

　

全

７

章

で

構

成

さ

れ

、

第

１

章

「

税

務

会

計

総

論

」

で

は

「

税

務

会

計

の

意

義

」

や

「

企

業

会

計

基

準

の

改

定

等

と

税

制

に

お

け

る

対

応

」

な

ど

、

第

２

章

「

法

人

税

の

課

税

所

得

計

算

の

基

本

構

造

」

で

は

「

法

人

税

の

課

税

標

準

の

算

定

～

益

金

の

額

と

損

金

の

額

～

」

な

ど

、

第

３

章

「

益

金

の

額

の

計

算

」

で

は

「

収

益

認

識

に

関

す

る

新

会

計

基

準

と

平

成

�

年

度

税

制

改

正

」

な

ど

、

第

７

章

「

税

額

の

計

算

と

申

告

納

付

」

で

は

「

地

方

法

人

税

、

法

人

住

民

税

及

び

事

業

税

等

」

な

ど

の

解

説

を

盛

り

込

む

。

　

具

体

的

な

仕

訳

例

、

計

算

例

も

使

っ

て

、

実

務

上

の

即

戦

力

を

身

に

つ

け

た

い

方

に

お

す

す

め

。

大

学

に

お

け

る

税

務

会

計

の

教

科

書

、

税

務

初

学

者

の

た

め

の

研

修

テ

キ

ス

ト

と

し

て

好

評

。

　

Ａ

５

判

、

４

６

８

ペ

ー

ジ

。

定

価

３

１

９

０

円

（

税

込

み

）

。

　

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

一

時

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

生

命

保

険

契

約

の

契

約

者

貸

付

け

に

よ

る

借

入

金

に

係

る

利

息

を

控

除

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

し

た

事

例

。

　

審

査

請

求

人

が

、

生

命

保

険

契

約

を

解

約

し

た

こ

と

に

よ

り

受

領

し

た

解

約

返

戻

金

に

係

る

所

得

を

含

め

ず

に

所

得

税

等

の

申

告

を

し

た

と

こ

ろ

、

原

処

分

庁

が

、

当

該

解

約

返

戻

金

に

係

る

一

時

所

得

の

金

額

が

生

じ

る

と

し

て

、

所

得

税

等

の

更

正

処

分

等

を

行

っ

た

。

そ

れ

に

対

し

、

請

求

人

が

、

当

該

生

命

保

険

契

約

に

係

る

契

約

者

貸

付

金

の

支

払

利

息

が

一

時

所

得

の

金

額

の

計

算

上

控

除

さ

れ

る

た

め

、

当

該

解

約

返

戻

金

に

係

る

一

時

所

得

の

金

額

は

生

じ

な

い

と

し

て

、

当

該

更

正

処

分

等

の

全

部

の

取

消

し

を

求

め

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

、

当

該

利

息

は

一

時

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

所

得

税

法

第

�

条

第

２

項

に

規

定

す

る

「

そ

の

収

入

を

得

る

た

め

に

支

出

し

た

金

額

」

に

含

ま

れ

な

い

と

し

て

、

請

求

を

棄

却

し

た

（

令

和

６

年

８

月

�

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

基

礎

事

実

等

　

請

求

人

は

、

平

成

�

年

当

時

、

Ａ

社

の

代

表

取

締

役

で

あ

っ

た

。

Ａ

社

は

、

�

年

�

月

１

日

、

本

件

保

険

会

社

と

の

間

で

、

次

の

内

容

の

生

命

保

険

契

約

（

本

件

保

険

契

約

）

を

締

結

し

た

。

　

な

お

、

本

件

保

険

契

約

に

係

る

保

険

料

の

払

込

み

及

び

保

険

金

ま

た

は

解

約

返

戻

金

の

支

払

な

ど

の

金

銭

の

授

受

は

、

全

て

米

国

ド

ル

で

行

わ

れ

た

。

　

①

保

険

種

類

：

積

立

利

率

変

動

型

終

身

保

険

　

②

保

険

契

約

者

及

び

死

亡

保

険

金

受

取

人

：

Ａ

社

　

③

被

保

険

者

：

請

求

人

　

④

保

険

金

額

：

○

○

○

○

米

国

ド

ル

　

⑤

保

険

期

間

：

終

身

　

⑥

保

険

料

及

び

そ

の

払

込

方

法

：

５

年

間

の

年

払

形

式

で

各

年

○

○

○

○

米

国

ド

ル

　

⑦

積

立

利

率

：

年

○

％

が

最

低

保

証

　

な

お

、

積

立

利

率

と

は

、

保

険

契

約

者

か

ら

支

払

わ

れ

た

保

険

料

の

中

か

ら

積

み

立

て

た

部

分

（

積

立

金

）

に

対

し

て

付

さ

れ

る

利

率

で

あ

る

。

　

Ａ

社

は

、

�

年

２

月

�

日

に

、

本

件

保

険

会

社

に

対

し

、

本

件

保

険

契

約

の

契

約

者

を

請

求

人

に

、

死

亡

保

険

金

受

取

人

を

請

求

人

の

子

ら

に

変

更

す

る

旨

届

け

出

た

と

こ

ろ

、

本

件

保

険

会

社

は

こ

れ

を

承

諾

し

た

。

　

本

件

保

険

契

約

に

係

る

保

険

料

（

前

記

⑥

）

は

、

�

年

９

月

�

日

か

ら

�

年

９

月

�

日

の

５

年

間

に

お

い

て

、

総

額

で

○

○

○

○

米

国

ド

ル

が

支

払

わ

れ

た

（

本

件

支

払

保

険

料

）

。

　

本

件

保

険

契

約

に

係

る

約

款

（

本

件

約

款

）

第

�

条

《

保

険

契

約

者

貸

付

》

に

は

、

契

約

者

貸

付

け

に

つ

い

て

、

要

旨

、

次

の

と

お

り

定

め

ら

れ

て

い

る

。

　

①

保

険

契

約

者

は

、

解

約

返

戻

金

の

９

割

（

保

険

料

払

込

済

の

契

約

に

つ

い

て

は

８

割

）

の

範

囲

内

で

貸

付

け

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

。

　

②

貸

付

金

の

元

利

合

計

額

が

解

約

返

戻

金

額

を

超

え

た

場

合

に

は

、

保

険

会

社

は

、

そ

の

旨

を

保

険

契

約

者

に

通

知

す

る

。

　

③

保

険

会

社

が

前

記

②

の

通

知

を

発

し

た

日

の

属

す

る

月

の

翌

月

末

日

ま

で

に

保

険

契

約

者

が

所

定

の

金

額

を

払

い

込

ま

な

い

場

合

に

は

、

保

険

契

約

は

、

こ

の

期

間

満

了

日

の

翌

月

か

ら

効

力

を

失

う

。

　

④

保

険

契

約

者

は

、

い

つ

で

も

本

条

の

貸

付

金

の

元

利

金

の

全

部

ま

た

は

一

部

を

返

済

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

た

だ

し

、

保

険

契

約

が

消

滅

し

た

場

合

等

に

は

、

保

険

会

社

は

、

支

払

う

べ

き

金

額

ま

た

は

計

算

の

基

準

と

な

る

解

約

返

戻

金

の

金

額

か

ら

そ

の

元

利

金

を

差

し

引

く

。

　

請

求

人

は

、

�

年

８

月

�

日

、

本

件

保

険

会

社

に

対

し

、

本

件

約

款

に

基

づ

き

、

「

契

約

者

貸

付

申

込

書

兼

契

約

者

貸

付

金

請

求

書

」

に

よ

り

、

本

件

保

険

契

約

に

係

る

契

約

者

貸

付

け

（

本

件

契

約

者

貸

付

け

）

を

申

し

込

み

、

同

月

�

日

、

申

込

時

現

在

に

お

け

る

貸

付

可

能

限

度

額

相

当

額

を

借

り

入

れ

た

（

本

件

契

約

者

貸

付

け

に

よ

る

借

入

金

を

本

件

借

入

金

、

本

件

借

入

金

に

係

る

利

息

を

本

件

利

息

）

。

　

な

お

、

本

件

利

息

は

、

本

件

借

入

金

に

対

し

て

年

４

・

�

％

で

計

算

さ

れ

、

１

年

ご

と

に

本

件

借

入

金

の

元

本

に

組

み

入

れ

ら

れ

る

（

複

利

法

）

。

　

請

求

人

は

、

本

件

保

険

会

社

に

対

し

て

、

�

年

４

月

�

日

に

○

○

○

○

米

国

ド

ル

を

、

ま

た

、

�

年

１

月

�

日

に

○

○

○

○

米

国

ド

ル

を

支

払

っ

た

と

こ

ろ

、

本

件

保

険

会

社

は

、

こ

れ

を

本

件

契

約

者

貸

付

け

に

係

る

元

本

に

充

当

す

る

処

理

を

し

た

。

　

請

求

人

は

、

令

和

２

年

３

月

�

日

に

本

件

保

険

契

約

を

解

約

し

た

。

　

本

件

保

険

会

社

は

、

当

該

解

約

に

伴

い

、

２

年

３

月

�

日

に

本

件

保

険

契

約

に

基

づ

く

解

約

返

戻

金

（

本

件

解

約

返

戻

金

）

か

ら

、

本

件

借

入

金

（

前

記

の

請

求

人

の

返

済

分

を

除

く

）

及

び

本

件

利

息

の

総

額

を

差

し

引

い

た

金

額

を

請

求

人

に

支

払

っ

た

。

　

争

点

は

、

本

件

利

息

は

、

本

件

解

約

返

戻

金

に

係

る

一

時

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

所

得

税

法

第

�

条

第

２

項

に

規

定

す

る

「

そ

の

収

入

を

得

る

た

め

に

支

出

し

た

金

額

」

に

含

ま

れ

る

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

本

件

保

険

契

約

に

係

る

本

件

契

約

者

貸

付

け

に

よ

る

本

件

借

入

金

に

係

る

本

件

利

息

は

、

請

求

人

が

受

領

し

た

本

件

保

険

契

約

に

基

づ

く

本

件

解

約

返

戻

金

と

相

殺

さ

れ

た

こ

と

な

ど

か

ら

、

本

件

解

約

返

戻

金

に

係

る

一

時

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

所

得

税

法

第

�

条

《

一

時

所

得

》

第

２

項

に

規

定

す

る

そ

の

収

入

を

得

る

た

め

に

支

出

し

た

金

額

に

含

ま

れ

る

。

審

判

所

の

判

断

　

本

件

利

息

が

同

項

に

規

定

す

る

そ

の

収

入

を

得

る

た

め

に

支

出

し

た

金

額

に

含

ま

れ

る

と

い

う

た

め

に

は

、

本

件

保

険

契

約

に

係

る

保

険

料

の

支

払

に

本

件

借

入

金

が

充

て

ら

れ

た

も

の

で

あ

る

こ

と

が

必

要

で

あ

る

と

こ

ろ

、

請

求

人

は

、

本

件

契

約

者

貸

付

け

を

利

用

す

る

前

に

本

件

保

険

契

約

に

係

る

保

険

料

を

完

納

し

て

お

り

、

本

件

借

入

金

が

本

件

保

険

契

約

に

係

る

保

険

料

の

支

払

に

充

て

ら

れ

て

い

な

い

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

か

ら

、

本

件

利

息

は

、

本

件

解

約

返

戻

金

に

係

る

一

時

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

同

項

に

規

定

す

る

そ

の

収

入

を

得

る

た

め

に

支

出

し

た

金

額

に

含

ま

れ

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　居酒屋で「熱燗ください�」と注文する方。飲みたい

のは、アツアツの日本酒ですか？ もしかすると、温か

いお酒で、ほっと和みたいのではないでしょうか？

　熱燗という言葉を、温めた日本酒の総称と誤解してい

る人は多いようです。しかし「燗」は酒を温める意味な

ので、「熱燗」は酒を高い温度に温める意味になります。

　お燗には、温度帯によって名称があります。たとえば、

徳利を持った時に、ほんのり温かさを感じる�℃ぐらい

は「ぬる燗」。体温と同じぐらいの�℃ぐらいのお燗なら

「人肌燗」など、さまざま。末尾にお燗の名称と、徳利

を触った時の目安や飲んだときの印象を紹介します。燗

酒が好きな人は、覚えておくと居酒屋で一目置かれるか

もしれません。ただ、温度の感覚は人それぞれですし、

店の人の認識もまちまち。下記を参考に、店の人と会話

をしながら好みの温度を探ってみてください。

　一方、冷たいお酒では、「冷や」は冷やしたお酒のこ

とと捉えている人もいますが、本来「冷や」とは、温め

ていない常温の酒のことを指します。日本酒を冷蔵庫で

管理するようになったのは最近のこと。土間や台所の戸

棚などに常温で置き、飲む時に燗にするのが一般的であ

った時代に、燗をしていない酒を「冷や」と言って区別

した名残です。正確に言うなら冷蔵庫などで冷やしたお

れいしゅ

酒は「冷酒」、あるいは「冷たいお酒」。だた、これも

店によって認識が異なります。初めて訪れる店の場合は、

「常温」「冷酒」と、言い分けると間違いがないでしょう。

　常温以下のお酒にも温度帯で名称があり、「雪冷え」、

「花冷え」などと言います。あるとき外国人に、燗の名称

とともに説明したら「美しい�」と感動してくれました。

これほど幅広い温度帯で楽しむお酒は、世界にも類があ

りません。機会があれば、外国人に披露してみて下さい。

�℃前後　飛び切り燗……徳利を持った瞬間熱い　

�℃前後　熱燗……徳利を持つと熱い

�℃前後　上燗……徳利を持つと温かく感じる

�℃前後　ぬる燗……徳利を持つとほんのり温かい

�℃前後　人肌燗……体温ぐらい。温度を感じない

�℃前後　日向（ひなた）燗……やや冷たく感じる

�℃前後　冷や……昔の土間の室温。ほんのり冷たい

�℃前後　涼冷え……冷たい

�℃前後　花冷え……すぐに指が冷たく感じる

５℃前後　雪冷え……瓶が結露する

【

規

定

の

概

要

】

　

　

居

住

者

が

、

外

貨

建

取

引

を

行

っ

た

場

合

に

、

円

換

算

し

て

差

益

が

発

生

し

た

ら

「

雑

所

得

」

と

し

て

申

告

す

る

こ

と

と

な

り

ま

す

。

　

こ

の

場

合

の

外

貨

取

引

と

は

、

外

国

通

貨

で

支

払

が

行

わ

れ

る

資

産

の

販

売

及

び

購

入

、

役

務

の

提

供

、

金

銭

の

貸

付

け

及

び

借

入

れ

、

そ

の

他

の

取

引

を

い

う

と

規

定

さ

れ

て

い

ま

す

（

所

法

第

�

条

の

３

第

１

項

か

っ

こ

書

）

。

　

そ

の

上

で

、

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

、

い

く

つ

か

の

取

扱

い

事

例

が

掲

載

さ

れ

て

い

ま

す

。

そ

の

内

容

を

要

約

し

ま

す

と

、

①

Ａ

銀

行

米

ド

ル

建

定

期

預

金

が

満

期

と

な

っ

た

の

で

、

Ｂ

銀

行

に

米

ド

ル

を

預

け

替

え

し

た

場

合

は

、

為

替

差

益

を

認

識

す

る

必

要

は

な

い

②

米

ド

ル

を

他

の

外

国

通

貨

に

交

換

し

た

場

合

に

は

為

替

差

益

を

所

得

し

て

認

識

す

る

。

③

預

金

米

ド

ル

を

払

い

出

し

て

米

国

内

建

物

を

購

入

し

た

場

合

は

、

為

替

差

益

を

所

得

と

し

て

認

識

す

る

。

④

米

ド

ル

預

金

を

払

い

出

し

て

米

ド

ル

建

公

社

債

投

資

信

託

に

投

資

し

た

場

合

は

、

為

替

差

益

を

所

得

と

し

て

認

識

す

る

。

⑤

外

国

株

式

を

外

貨

建

て

に

よ

り

譲

渡

し

た

場

合

に

は

、

為

替

相

場

に

よ

る

為

替

差

益

に

相

当

す

る

部

分

を

「

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

」

か

ら

区

分

し

て

為

替

差

損

益

を

認

識

す

る

必

要

は

な

い

―

―

が

あ

り

ま

す

。

　

【

対

処

に

悩

ん

だ

事

例

】

　

　

為

替

換

算

差

損

益

に

つ

い

て

は

、

預

金

設

定

時

は

Ｔ

Ｔ

Ｓ

で

、

預

金

解

約

時

は

Ｔ

Ｔ

Ｂ

で

換

算

し

て

為

替

差

損

益

を

認

識

す

る

も

の

と

理

解

し

て

い

ま

す

が

、

悩

み

は

外

貨

で

の

預

金

設

定

時

で

す

。

日

本

で

起

業

し

て

い

る

外

国

人

の

多

く

は

、

本

国

で

資

金

や

株

式

を

保

有

し

て

い

ま

す

が

、

そ

の

預

金

設

定

や

株

式

購

入

時

に

お

い

て

は

、

い

ま

だ

日

本

に

来

日

し

て

い

な

い

場

合

が

多

々

あ

り

ま

す

。

例

え

ば

、

本

国

居

住

中

に

得

た

資

金

を

元

手

に

本

国

で

預

金

を

設

定

し

、

日

本

居

住

者

時

に

、

例

え

ば

、

円

安

時

に

当

該

預

金

を

解

約

し

て

株

式

を

購

入

し

た

場

合

に

は

当

然

、

為

替

換

算

益

を

認

識

す

る

と

の

考

え

だ

と

思

い

ま

す

。

　

し

か

し

、

悩

み

は

、

一

つ

目

は

外

貨

取

引

と

は

何

を

示

し

て

い

る

の

か

で

す

。

本

事

例

で

は

本

国

で

の

本

国

通

貨

取

引

で

す

の

で

、

所

法

の

第

�

条

の

３

第

１

項

の

定

義

に

な

じ

ま

な

い

と

感

じ

ま

す

。

二

つ

目

は

、

本

国

内

で

本

国

通

貨

で

の

換

算

取

引

で

日

本

に

資

金

が

流

入

し

て

い

ま

せ

ん

の

で

、

納

税

者

に

と

っ

て

は

、

為

替

差

損

益

が

発

生

し

た

と

の

実

感

が

な

い

こ

と

、

三

つ

目

は

来

日

外

国

人

が

非

永

住

者

と

永

住

者

の

時

と

で

、

課

税

対

象

が

異

な

る

こ

と

で

す

。

　

例

え

ば

、

非

永

住

者

の

時

は

、

本

国

で

の

預

金

取

引

や

株

式

取

引

に

お

け

る

利

益

や

株

式

譲

渡

益

に

つ

い

て

日

本

に

送

金

し

な

い

限

り

、

課

税

対

象

と

な

り

ま

せ

ん

。

し

か

し

、

永

住

者

に

該

当

す

る

と

、

上

記

事

例

②

か

ら

⑤

に

つ

い

て

も

為

替

差

益

を

認

識

し

ま

す

。

一

つ

目

、

二

つ

目

で

の

為

替

換

算

で

雑

所

得

を

認

識

す

る

規

定

に

理

解

で

き

な

い

外

国

人

居

住

者

が

多

数

い

る

こ

と

も

事

実

で

す

。

　

【

あ

っ

た

ら

い

い

な

、

こ

ん

な

規

定

】

　

　

外

貨

取

引

の

定

義

か

ら

、

①

日

本

非

居

住

時

の

外

貸

預

金

設

定

や

外

国

株

式

購

入

は

、

「

外

貨

取

引

」

の

対

象

外

、

も

し

く

は

、

②

当

該

非

居

住

者

が

日

本

居

住

者

該

当

時

で

の

為

替

レ

ー

ト

を

基

準

と

し

て

、

為

替

差

損

益

を

認

識

す

る

。

例

え

ば

、

非

居

住

者

時

の

２

０

１

５

年

に

預

金

設

定

し

た

場

合

に

は

、

居

住

者

時

の

２

０

２

０

年

の

為

替

レ

ー

ト

を

適

用

し

、

２

０

２

５

年

の

外

貨

取

引

時

の

為

替

レ

ー

ト

の

差

を

差

損

益

と

し

て

認

識

す

る

、

で

あ

れ

ば

、

来

日

外

国

人

も

理

解

で

き

る

の

で

は

と

思

い

ま

す

。

（７） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　東京・立川税務署（齋藤隆夫署長）は

このほど、大原簿記公務員医療福祉保育

専門学校立川校の公務員２年制コースの

学生約�人に国税に関するガイダンスを

行った。

　当日は、齋藤署長が、租税教室のほか

財務省勤務時代の予算編成の経験談、税

務の職場の魅力について説明し、学生は

話に耳を傾けていた＝写真。

　最後に、同署に勤務する同校出身の若

手職員による税務署の職場紹介及び質疑

応答を行い、質疑応答では、採用試験や

税務大学校関係、税務署の業務内容、服

務関係をはじめ、源泉徴収の仕組み、査

察官になるための方法など、さまざまな

質問が学生から寄せられた。職員は、そ

の一つひとつの質問に分かりやすく回答

し、国税の職場の魅力を伝えた。

　ガイダンス後のアンケートでは、多く

の学生が、「国税職員の仕事に、非常に

興味が湧きました」とコメントしていた。

　

大

阪

・

泉

大

津

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

（

藤

原

優

次

会

長

）

は

�

日

、

納

貯

の

日

の

通

勤

・

通

学

の

時

間

帯

に

合

わ

せ

て

、

Ｊ

Ｒ

和

泉

府

中

駅

前

に

て

、

納

税

貯

蓄

組

合

の

活

動

お

よ

び

振

替

納

税

や

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

な

ど

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

を

広

く

一

般

の

人

た

ち

に

呼

び

掛

け

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

、

同

会

役

員

と

と

も

に

、

岡

田

正

人

大

阪

府

泉

北

府

税

事

務

所

長

や

吉

田

康

人

和

泉

市

副

市

長

も

駆

け

つ

け

総

勢

�

人

が

、

納

税

貯

蓄

組

合

の

愛

称

「

ハ

ロ

ー

タ

ッ

ク

ス

」

の

ロ

ゴ

入

り

ブ

ル

ゾ

ン

を

着

用

し

て

、

チ

ラ

シ

入

り

の

テ

ィ

ッ

シ

ュ

３

０

０

個

を

配

布

し

た

。

　

同

会

で

は

、

今

後

も

納

税

意

識

の

啓

蒙

や

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

推

進

等

に

取

り

組

ん

で

い

く

と

し

て

い

る

。

　

日

本

商

工

会

議

所

は

�

日

、

地

域

経

済

の

好

循

環

を

支

え

る

中

小

企

業

・

小

規

模

事

業

者

の

「

稼

ぐ

力

」

の

強

化

に

向

け

て

、

全

国

の

商

工

会

議

所

か

ら

寄

せ

ら

れ

た

現

場

の

声

や

要

望

等

を

取

り

ま

と

め

、

公

表

し

た

。

賃

上

げ

や

投

資

の

原

資

確

保

に

向

け

た

生

産

性

向

上

な

ど

に

向

け

、

政

府

に

対

し

、

次

の

政

策

や

支

援

の

強

化

・

拡

充

、

ビ

ジ

ネ

ス

環

境

の

整

備

を

求

め

て

い

る

。

　

①

人

手

不

足

等

に

直

面

す

る

中

小

企

業

等

の

付

加

価

値

拡

大

へ

の

挑

戦

支

援

、

②

価

格

転

嫁

な

ど

取

引

適

正

化

に

向

け

た

ビ

ジ

ネ

ス

環

境

整

備

、

③

地

域

へ

の

投

資

拡

大

な

ど

地

域

経

済

の

再

活

性

化

支

援

。

　

①

で

は

、

例

え

ば

、

成

長

志

向

型

の

中

小

企

業

等

へ

の

支

援

と

し

て

、

生

産

性

向

上

・

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

創

出

支

援

、

海

外

展

開

・

輸

出

拡

大

に

よ

る

外

需

獲

得

支

援

、

諸

外

国

に

劣

後

し

な

い

産

業

力

・

技

術

基

盤

の

強

化

等

に

向

け

た

経

済

安

全

保

障

政

策

な

ど

、

地

域

経

済

社

会

に

貢

献

す

る

小

規

模

事

業

者

等

へ

の

支

援

で

は

、

地

域

に

貢

献

す

る

企

業

の

事

業

承

継

と

引

継

ぎ

の

推

進

、

地

域

に

新

た

な

付

加

価

値

を

生

む

創

業

の

促

進

、

黒

字

倒

産

や

あ

き

ら

め

廃

業

を

防

ぐ

経

営

改

善

や

事

業

再

生

に

資

す

る

資

金

繰

り

支

援

、

小

規

模

事

業

者

へ

の

経

営

支

援

体

制

の

充

実

・

強

化

な

ど

が

必

要

で

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

中

小

企

業

の

人

材

確

保

・

定

着

・

育

成

支

援

や

デ

ジ

タ

ル

活

用

等

に

よ

る

業

務

効

率

化

・

省

力

化

な

ど

も

求

め

て

い

る

。

　

山

梨

県

酒

造

組

合

（

天

野

怜

会

長

）

は

５

日

、

第

�

回

信

玄

公

祭

り

に

お

い

て

、

「

伝

統

的

酒

造

り

」

ユ

ネ

ス

コ

無

形

文

化

遺

産

登

録

記

念

行

事

と

し

て

、

山

梨

県

庁

別

館

前

で

鏡

割

り

と

振

る

舞

い

酒

を

行

っ

た

。

　

初

め

に

、

天

野

会

長

が

「

昨

年

�

月

、

伝

統

的

酒

造

り

が

ユ

ネ

ス

コ

無

形

文

化

遺

産

に

登

録

さ

れ

、

こ

の

素

晴

ら

し

い

出

来

事

を

皆

さ

ま

と

一

緒

に

祝

え

る

こ

と

を

心

か

ら

感

謝

し

ま

す

。

ま

た

、

各

国

か

ら

ス

ペ

シ

ャ

ル

ゲ

ス

ト

も

参

加

し

て

い

た

だ

き

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

す

。

感

謝

の

気

持

ち

を

込

め

て

記

念

の

鏡

割

り

を

行

い

ま

す

」

と

あ

い

さ

つ

。

　

鏡

割

り

に

は

、

４

カ

国

の

駐

日

大

使

ら

が

参

加

し

＝

写

真

、

信

玄

公

祭

り

を

楽

し

ん

で

い

る

観

光

客

に

山

梨

県

産

の

日

本

酒

が

振

る

舞

わ

れ

た

。

　

東

京

・

上

野

酒

類

業

懇

話

会

（

熊

倉

健

二

会

長

）

は

２

日

、

Ｊ

Ｒ

上

野

駅

前

で

「

�

歳

未

満

飲

酒

防

止

・

飲

酒

運

転

撲

滅

キ

ャ

ン

ペ

ー

ン

」

を

開

催

し

た

。

　

こ

の

キ

ャ

ン

ペ

ー

ン

は

毎

年

４

月

の

「

�

歳

未

満

飲

酒

防

止

強

調

月

間

」

及

び

「

春

の

全

国

交

通

安

全

運

動

」

に

合

わ

せ

て

行

っ

て

い

る

も

の

で

、

当

日

は

同

懇

話

会

の

会

員

を

は

じ

め

、

東

京

上

野

税

務

署

の

對

馬

郁

署

長

と

同

署

職

員

、

上

野

警

察

署

の

職

員

ら

が

、

駅

の

利

用

者

や

通

行

人

に

啓

発

用

ポ

ケ

ッ

ト

テ

ィ

ッ

シ

ュ

等

を

配

布

し

た

＝

写

真

。

　

ま

た

、

会

場

に

は

イ

ー

タ

君

、

ピ

ー

ポ

く

ん

、

マ

イ

ナ

ち

ゃ

ん

も

応

援

に

駆

け

つ

け

、

�

歳

未

満

の

飲

酒

及

び

飲

酒

運

転

の

撲

滅

を

呼

び

掛

け

た

。

　

関

東

信

越

国

税

局

と

東

京

国

税

局

は

�

日

、

さ

い

た

ま

市

の

関

信

局

が

入

る

庁

舎

内

で

関

東

甲

信

越

ク

ラ

フ

ト

ビ

ア

カ

ン

フ

ァ

レ

ン

ス

２

０

２

５

を

合

同

開

催

し

た

。

両

局

管

内

の

１

都

９

県

か

ら

ビ

ー

ル

・

発

泡

酒

の

醸

造

関

係

者

約

１

０

０

人

が

集

ま

り

、

グ

ル

ー

プ

デ

ィ

ス

カ

ッ

シ

ョ

ン

や

き

き

酒

を

行

っ

た

。

　

４

回

目

の

開

催

と

な

る

今

回

は

、

午

前

は

基

礎

的

な

課

題

を

互

い

に

相

談

し

て

知

見

を

得

た

い

若

手

や

新

規

参

入

者

な

ど

主

に

初

級

者

向

け

、

午

後

は

中

規

模

製

造

者

で

あ

っ

て

自

発

的

に

意

見

を

交

わ

し

た

い

主

に

中

級

者

向

け

に

分

け

て

開

催

し

た

。

こ

の

う

ち

、

午

前

の

グ

ル

ー

プ

デ

ィ

ス

カ

ッ

シ

ョ

ン

で

は

、

参

加

者

が

七

つ

の

小

グ

ル

ー

プ

に

分

か

れ

、

国

税

局

の

鑑

定

官

な

ど

を

テ

ー

ブ

ル

リ

ー

ダ

ー

に

し

て

議

論

。

ビ

ー

ル

等

の

醸

造

に

つ

い

て

だ

け

で

な

く

、

経

営

や

マ

ー

ケ

テ

ィ

ン

グ

手

法

な

ど

に

つ

い

て

、

約

１

時

間

半

に

わ

た

り

意

見

を

交

わ

し

た

。

　

そ

の

後

、

参

加

者

が

出

品

し

た

約

�

点

の

ク

ラ

フ

ト

ビ

ー

ル

の

き

き

酒

を

行

っ

た

＝

写

真

。

カ

ン

フ

ァ

レ

ン

ス

を

通

じ

、

同

業

者

に

し

か

分

か

ら

な

い

悩

み

や

課

題

な

ど

を

相

談

し

合

っ

て

い

た

。

　

神

奈

川

県

小

売

酒

販

組

合

連

合

会

（

佐

藤

和

慶

会

長

）

は

９

日

、

Ｊ

Ｒ

横

浜

駅

西

口

中

央

通

路

で

「

�

歳

未

満

飲

酒

防

止

・

飲

酒

運

転

撲

滅

キ

ャ

ン

ペ

ー

ン

」

を

実

施

し

た

。

　

当

日

は

、

同

連

合

会

の

ほ

か

、

東

京

国

税

局

、

横

浜

中

税

務

署

及

び

戸

部

警

察

署

な

ど

の

各

関

係

団

体

か

ら

約

�

人

が

参

加

。

　

「

お

酒

は

�

歳

に

な

っ

て

か

ら

」

と

表

記

さ

れ

た

ポ

ケ

ッ

ト

テ

ィ

ッ

シ

ュ

３

０

０

０

袋

を

配

布

し

、

�

歳

未

満

飲

酒

防

止

と

飲

酒

運

転

撲

滅

を

呼

び

掛

け

た

＝

写

真

。

　

　

佐

藤

会

長

は

、

「

成

年

年

齢

が

�

歳

に

引

き

下

げ

ら

れ

て

も

〝

お

酒

は

�

歳

か

ら

〟

と

い

う

こ

と

を

浸

透

さ

せ

た

い

」

と

話

し

て

い

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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